
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

中央中だより 
《学校の教育目標》 

 たくましく未来を切り拓く生徒の育成 

 

令和４年６月１日 

【前期生徒総会（放送）】 

５月の爽やかな天候の下、「スポーツフェスティバル」が開催されました。コロナ禍により、以前行っ

ていた「体育祭」のように、全校生徒が一堂に集まり長時間・長期間にわたって取り組む活動が難しい

中、生徒会執行部と各学年クラス長会の生徒が中心になって、クラスの団結と仲間との絆を深め、楽しみ

ながらスポーツに取り組めるようなイベントを企画・運営してくれました。 

部活動の練習も、夏の中体連に向け一層熱が入ってきました。しかし、新型コロナの感染は高止まりし

ており、まだまだ予断を許さない状況が続いています。基本的な感染症対策を徹底しつつ、屋外などの活

動でまわりとの距離が十分に確保できる時にはマスクを外すなど、熱中症対策にも配慮しながら日常の活

動を充実させ、生徒たちの成長と笑顔に結び付けたいと考えています。 

5/９に全校放送で前期生徒総会を行いました。執行部から、生徒会スローガン

「極～みんなで紡ぐ伝統の輪～」と活動方針を発表した後、各委員会の活動方針

を委員長が発表しました。「思い」をこめて、堂々と話してくれました。 

青少年育成市民会議の皆様にお越しいただき、「ふれコミ隊結

成式」を開催しました。コロナ禍で活動は制限されますが、

地下道清掃などのボランティア活動に積極的に取り組み、自

分とまわりにとってよりよい行動ができる自分に成長できる

ことを期待しています。 

【スポーツフェスティバル】 

【ふれコミ隊結成式】 

学年ごとに「Carry Ball」と「ミッションイン

ポッシブル」の２種目を行い、楽しみながらク

ラスの団結を深めました。 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

日 曜 主な校内行事 下校時刻 部活 校外・ＰＴＡ行事 

1 水 内科検診（１年）（放）教育相談Ⅱ 掃除なしの日 15:40/17:00 × ＰＴＡあいさつ運動② 

2 木 歯科検診 中体連監督会議 14:40 × ＰＴＡあいさつ運動③ 

3 金 前期中間テスト 掃除なしの日 15:10 ×  

4 土 ふれコミ隊地下道清掃①    

5 日     

6 月 人権意識を養う活動（朝活動） （放）生徒会 15:30/16:20 ×  

7 火 第１回進路説明会（３年） 検尿予備日 17:30 ○  

8 水 第２回市教研（４時間授業）第１回学校支援委員会 掃除なしの日 13:30 ×  

9 木 （放）教育相談Ⅲ 15:00/16:30 × PTA 本部役員会 

10 金 心電図検査（１年） 17:30 ○  

11 土     

12 日     

13 月 ＳＯＳの出し方学習 16:20 ×  

14 火 ３年学年集会 17:30 ○  

15 水 ３年生修学旅行Ⅰ 17:00 ○  

16 木 ３年生修学旅行Ⅱ 17:30 ○  

17 金  17:30 ○  

18 土 中体連市大会（バスケ）   少年の主張発表会 

19 日 中体連市大会（バスケ・ハンド）    

20 月  15:30 ×  

21 火  17:30 ○  

22 水 性感染症講話（３年） ２年学年集会 掃除なしの日 17:00 ○  

23 木 ２年生宿泊研修Ⅰ ３年高校授業体験 17:30 ○  

24 金 ２年生宿泊研修Ⅱ 17:30 ○  

25 土 中体連市大会（バスケ・ハンド・野球・剣道）    

26 日 中体連市大会（ハンド・野球・テニス・剣道）    

27 月 （放）リーダー会 15:30/16:30 ×  

28 火 市長訪問 17:30 ○  

29 水 人事管理訪問 17:00 ○  

30 木 耳鼻科検診（予備日） 17:30 ○  

【６月の主な行事】 （最終下校時刻１７：３０） 

令和４年 10 月より「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関

する条例」が施行され、自転車の損害賠償保険等への加入と乗車用ヘ

ルメット着用が義務化されます。以下は条例からの抜粋です。 
 

（第１３条）自転車利用者は、道路において自転車を 

利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう 

努めなければならない。 

②保護者は、その保護する児童生徒等が道路において 

自転車を利用するときは、当該児童生徒等に乗車用 

ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。 

 

（第１５条）次の各号に掲げる者は、当該各号に定め 

る者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等 

に加入しなければならない。 

※保護者は、その保護する児童生徒の自転車利用に係る 

自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。 

※新型コロナウイルスの感染状況や、国・県・市の動向により、行事の中止や、下校時刻等が変更になる場合があります。 

【お知らせ】（自転車のヘルメット着用と損害賠償保険加入の義務化について） 
【第 1回学校運営協議会】 

（中央コミュニティ・スクール） 

中央中と校区の３つの小学校の自治会代表、ＰＴＡ

代表、ボランティア代表、市民会議代表の皆様と各校

校長が集い、第 1 回学校運営協議会を開催しました。 

「自分のことが好きな中央の子」を育てるため、地

域・家庭・学校が一体となって、積極的に子どもたち

の頑張る姿を褒めたり、「よさ」を認めたりしていくこ

とを確認しました。 

詳しくは、岐阜県の

HPをご覧ください。 


